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名証自規Ｇ第 18 号 

2019 年 12 月 16 日 

 

情 報 取 扱 責 任 者 各 位 

 

株式会社名古屋証券取引所 

自主規制グループ長 中村 秀昭 

 

ＴＤｎｅｔシステムの仕様変更等について 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、重要な会社情報の適時かつ適切な開示にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトについて、従前より皆様からご要望いただいておりまし

た、開示資料ＰＤＦのファイル容量上限の拡張等について対応いたします。 

また、ＥＳＧ（環境、社会、ガバナンス）の要素を含む任意の開示資料（統合報告書、アニュア

ルレポート、サステナビリティレポート、ＣＳＲ報告書又は環境報告書その他の名称でご作成のも

の。以下「ＥＳＧ情報に関する報告書」とします。）を新たに掲載対象に加えるとともに、報道機関・

情報ベンダーにも配信するためのシステム対応を行うことといたしました。詳細につきまして、下

記のとおりお知らせいたします。 

情報取扱責任者各位におかれましては、貴社内のご担当者にご周知賜りますようお願い申し上げ

ます。 

敬 具 

 

記 

 

Ⅰ．ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトに係る対応 

１．対応日時 

 ２０１９年１２月２２日（日） １４時００分（予定） 

 

２．対応内容 

（１） 開示資料ＰＤＦファイル容量上限の拡張 

現在、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトにおいて、アップロード可能なＰＤＦファイルの容

量は５ＭＢまでとなっていますが、以下のとおり容量上限を拡張いたします。 
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 内国株式及び外国株式の書類 

現在：５ＭＢ → 対応後：１０ＭＢ 

（注）ただし、「株主総会招集通知（ＩＣＪ参加会社用）」のみ、現状のとおり、１ファイル

５ＭＢのままとさせていただきます。 

 

 ＥＴＦの全書類 

現在：５ＭＢ → 対応後：１０ＭＢ 

 

（２） 開示後の「ＴＤｎｅｔ受付票」の再表示 

現在、書類提出完了時にのみ表示・印刷が可能な「ＴＤｎｅｔ受付票」について、誤って画

面を閉じてしまった後でも再表示・印刷できるようにいたします。 

 

【ご参考 「ＴＤｎｅｔ受付票」再表示の方法】 

 

 

 

「提出済開示情報一覧」において、提出

済み書類の表題を押下します。 

画面の下部に「受付票」ボタンが表示されて

います。当該ボタンを押下することで「TDnet

受付票」を再表示できます。 



3 

 

 

 

Ⅱ．「ＥＳＧ情報に関する報告書」の登録方法等について 

１．登録の受付開始 

 ２０１９年１２月２３日（月）から 

※ 登録された内容の公開は、公表日として指定された日から行います。 

 

２．登録方法 

（１） ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトの「ＰＲ情報/英文資料/ＥＳＧ報告書を提出する」メニ

ューをご選択ください。日本語資料を登録する場合は「ＥＳＧ情報に関する報告書」の提

出ボタン、英語資料を登録する場合は「ＥＳＧ情報に関する報告書（英語）」の提出ボタ

ンをそれぞれご選択ください。 
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（２） 提出画面では、開示日時を「公表日」で指定します（指定した「公表日」の０時に公表さ

れます。）。翌日以降１か月先の日付まで指定できます。 

※一度提出すると上場会社各社では取戻しができません。提出後、公表予定日前に修正

が必要になった場合は当社担当者までご連絡ください。 

 

 

（３） 「ＥＳＧ情報に関する報告書」の提出画面では、「環境（Environmental）情報を含む報

告書」、「社会問題（Social）に関する情報を含む報告書」及び「ガバナンス（Governance）

情報を含む報告書」の３つの公開項目の中から、提出・開示する書類の中に含まれるＥＳ

Ｇ情報に応じてご選択ください（複数の公開項目に該当する場合には、該当するものすべ

てをご選択ください。）。 

 

【「ＥＳＧ情報に関する報告書」の公開項目選択画面】 

 

 

「ＥＳＧ情報に関する報告書（英語）」の提出画面では、「英文資料（ＥＳＧ情報に関

する報告書）」の公開項目をご選択ください。 
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【「ＥＳＧ情報に関する報告書（英語）」の公開項目選択画面】 

 

 

（４） 提出された内容は、指定した公表日（午前０時）に、報道機関・情報ベンダーへの配信及

びＴＤｎｅｔデータベースサービスへの掲載を行うほか、翌営業日に名証ホームページに

掲載します。 

 

３．「ＥＳＧ情報に関する報告書」の登録に関するＦＡＱ 

 

Ｑ１.「ＥＳＧ情報に関する報告書」として提出可能な書類はどのような書類ですか。 

Ａ１． 

ＥＳＧが示す、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）に関する情報が

記載された「統合報告書」、「アニュアルレポート」、「サステナビリティレポート」、「環境報告書」、

「CSR 報告書」等を想定していますが、名称はこれに限られるものではなく、同様の趣旨の報告書

であればＴＤｎｅｔにご登録いただくことが可能です。 

 

Ｑ２．統合報告書等を作成し、自社ウェブサイトで公表している場合、ＴＤｎｅｔによる提出も必

須ですか。 

Ａ２． 

開示義務はなく「任意」ですが、投資者を含めたステークホルダー向けに、ＥＳＧ情報に関する

報告書を作成している場合には、幅広く投資者への情報提供を行う観点から、積極的にＴＤｎｅｔ

をご活用ください。 

 

Ｑ３．「ＥＳＧ情報に関する報告書」の提出は、自社ウェブサイトに掲載するタイミングと同時に

行う必要がありますか。 

Ａ３． 

 必ずしも同時に行う必要はありませんが、投資者の利便性の観点から、同時に掲載することが望

ましいと考えられます。 
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Ｑ４．直近、又は、過年度に自社ウェブサイトで公表している統合報告書等を「ＥＳＧ情報に関す

る報告書」として提出し掲載することは可能ですか。 

Ａ４． 

 可能です。過去に公表されたものであることを分かりやすくするため、ＴＤｎｅｔに登録する「表

題」に対象年次を入れる等の対応が考えられます。 

 

Ｑ５．ＰＤＦ以外のファイルを登録することは可能ですか。 

Ａ５． 

 恐れ入りますが、ＰＤＦ以外のファイルを登録することはできません。ＰＤＦにご変換いただき

ご登録をお願いいたします。 

 

Ｑ６．提出するＰＤＦファイルの容量上限を教えてください。 

Ａ６． 

 一度に提出可能なＰＤＦファイルの容量は１０ＭＢまでです。１０ＭＢを超える場合、ファイル

を分割してご提出ください。 

 

Ｑ７．既にＴＤｎｅｔで公表された報告書を訂正する場合はどうすればよいですか。 

Ａ７． 

公表後に訂正する場合は、訂正後の報告書をあらためてご登録いただくか、正誤表をご登録くだ

さい。 

なお、訂正版をあらためて登録する場合は、ＴＤｎｅｔ上の表題に、訂正版であることが分かる

ような記載（例：（訂正）統合報告書２０１９）をお願いします。 

 

以 上 

 

【本件に関するお問合せ先】 

株式会社名古屋証券取引所 自主規制グループ（上場監理担当） 

電話：052-262-3174 電子メール：jisyukisei@nse.or.jp 
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